
東京都卸売市場整備計画（第８次）変更 新旧対照表 
 

変更前 変更後 

第４ 卸売市場の配置 

４ 卸売市場配置計画 

 

(1) 中央卸売市場 

 

  （注）取扱品目、所在地における「青」は「青果物」、「水」は「水産物」、「花」は「花き」を表している。 

 

 

 

 

第４ 卸売市場の配置 

４ 卸売市場配置計画 

 

(1) 中央卸売市場 

 

（注１）取扱品目、所在地における「青」は「青果物」、「水」は「水産物」、「花」は「花き」を表

している。 

（注２）淀橋市場松原分場は、平成 19 年度末で廃止する。 

 

 

第６ 市場別整備計画 

１ 中央卸売市場の整備 

 

(6) 淀橋市場 

本場は、狭隘な市場の効率的な活用を図るため、場内動線や仲卸業者売場等の配置を抜本的に見

直し、必要な施設整備を行う。 

品質管理の高度化を図るため、低温卸売場を整備する。 

松原分場については、あり方を検討する。 

 

(9) 世田谷市場 

市場施設の機能や環境の向上に取り組む。 

青果部の活性化のため、他市場との連携等、市場のあり方を検討する。 

 

 

第６ 市場別整備計画 

１ 中央卸売市場の整備 

 

(6) 淀橋市場 

本場は、狭隘な市場の効率的な活用を図るため、場内動線や仲卸業者売場等の配置を抜本

的に見直し、必要な施設整備を行う。 

品質管理の高度化を図るため、低温卸売場を整備する。 

松原分場については、平成 19 年度末で廃止し、世田谷市場に統合する。 

 

(9) 世田谷市場 

市場施設の機能や環境の向上に取り組む。 

青果部の活性化のため、平成 20 年４月に淀橋市場松原分場を統合する。 

 

 

別表２ 各市場別整備計画 

市場名 
事 業 内 容 

（平成 17 年～22 年度） 

工 期 等 

（目  途） 

淀橋市場 ・仲卸業者売場等の整備 

 （調査、設計） 

 （工事） 

 

・低温卸売場の整備 

 

平成 18～19 年度 

平成 20～22 年度 

 

平成 18～19 年度 

 

 

 

市場名 
事 業 内 容 

（平成 17 年～22 年度） 

工 期 等 

（目  途） 

世田谷市場 ・施設環境の整備 平成 18 年度～ 
 

別表２ 各市場別整備計画 

市場名 
事 業 内 容 

（平成 17 年～22 年度） 

工 期 等 

（目  途） 

淀橋市場 ・仲卸業者売場等の整備 

 （調査、設計） 

 （工事） 

 

・低温卸売場の整備 

・松原分場の廃止 

 

平成 18～19 年度 

平成 20～22 年度 

 

平成 18～19 年度 

平成 19 年度 

 

 

市場名 
事 業 内 容 

（平成 17 年～22 年度） 

工 期 等 

（目  途） 

世田谷市場 ・施設環境の整備 

・淀橋市場松原分場を統合 

平成 18 年度～ 

平成 20 年度 
 

 


